
令和５年度 第２回

野田市公共下水道運営審議会 次第

１ 開 会

２ 市長挨拶

３ 報 告 （１）報告第１号

「マンホールカード配布」について

（２）報告第２号

令和６年度野田市下水道事業会計予算（案）

について

（３）報告第３号

野田市公共下水道運営審議会委員委嘱任期満了に

伴う委嘱手続について

４ そ の 他

５ 閉 会

日 時 令和６年２月２２日（木）

午後２時から

場 所 野田市中央公民館１階 講堂



報告第 1号

マンホールカード配布について

●マンホールカードについて

下水道事業の普及促進及び本市における生物多様性の取組を市内外に広く周知するこ

とを目的として作成し、平成 30 年から配布しているマンホールカードにつきましては、

これまで市の下水道用マンホール蓋にデザインされている「けやき・つつじ・ひばり」と

「関宿城・松」の２種類の絵柄を配布してまいりました。

この度、新たに旧関宿地域のマンホール蓋にデザインされている「牡丹」の絵柄につい

てもマンホールカードを作成し、１２月１５日に配布を開始いたしました。牡丹は、旧関

宿町の花として親しまれており、鈴木貫太郎翁の妻・タカ夫人も好んで画題としており

ました。

今年度の配布枚数につきましては、１月末現在で「けやき・つつじ・ひばり」の絵柄は

１万 328 枚、「関宿城・松」については 6,761 枚、「牡丹」については 3,035 枚となって

おり、特に「牡丹」については、配布の開始後２週間で見込んでいた枚数を大きく上回る

など大変ご好評を頂いていることから、１月に増刷を行いました。

今後もマンホールカードの配布により、市に関心を寄せていただく良い機会としたい

と考えております。
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報告第２号

令和６年度野田市下水道事業会計予算（案）について

１ 令和６年度野田市下水道事業会計予算（当初予算）の概要

(1) 業務の予定量

①処理区域面積 ： １，８９２ha（５年度 1,883ha）

②処理区域内人口： １１０，４６８人（５年度 109,784 人）

③年間有収水量 ：９，９５３，５０１㎥（５年度 9,992,372 ㎥）

(2) 収益的収入及び支出

⇒収入：下水道使用料、長期前受金戻入額等

⇒支出：管渠、ポンプ場、流域下水道維持管理費等

下水道事業収益：３，６５９，５３８千円（５年度 3,621,718 千円）

下水道事業費用：３，５８３，６０６千円（５年度 3,545,567 千円）

(3) 資本的収入及び支出

⇒収入：建設改良債、国庫補助金、受益者負担金等

⇒支出：管路及びポンプ場建設改良費、建設企業債償還金等

資本的収入 ：１，６３８，４１２千円（５年度 1,166,426 千円）

資本的支出 ：２，６８３，８６３千円（５年度 2,236,049 千円）

※資本的収入が資本的支出に対して不足する額 1,045,451 千円の補てん内容

①過年度分損益勘定留保資金 ：２２３，５１８千円

②当年度分損益勘定留保資金 ：７０９，１９５千円

③減債積立金 ： ４７，９３８千円

④過年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額： ８，７７６千円

⑤当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額： ５６，０２４千円

(4) 主な建設工事等について

管路建設改良工事 ：９０４，００６千円

うち汚水施設分 ：５４７，０００千円（汚水幹線・面整備）

うち雨水施設分 ：２０３，０００千円（阿部沼第１号調整池等）

うち総合地震対策分 ： ８０，０００千円（マンホール浮上対策）

うちｽﾄｯｸﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ分 ： ３１，０００千円（マンホールポンプ交換）

ポンプ場建設改良工事 ： ３１，５００千円

うちｽﾄｯｸﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ分 ： ３１，５００千円（平井汚水中継ポンプ場

機械・電気設備改築）

※工事委託・・・浅間下排水樋管改築工事委託：１６３，０００千円
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(5) 予算見積書

収益的収入及び支出

収 入 （単位：千円）

支 出 （単位：千円）

款 項 目 令和６年度 令和５年度 比較 備考

下水道事業

収益

3,659,538 3,621,718 37,820

営業収益 1,859,634 1,811,448 48,186

下水道使用料 1,609,854 1,577,035 32,819 下水道使用料

他会計負担金 248,478 234,121 14,357 一般会計負担金

その他営業収益 1,302 292 1,010 下水道指定工事店手数料

営業外収益 1,799,904 1,810,270 △10,366

他会計補助金 476,559 493,611 △17,052 一般会計補助金

消費税及び地方

消費税還付金

18,517 9,565 8,952 消費税及び地方消費税還付

金

長期前受金戻入 1,304,042 1,306,308 △2,266 長期前受金戻入

雑収益 786 786 0 下水道占用料等

款 項 目 令和６年度 令和５年度 比較 備考

下水道事業

費用

3,583,606 3,545,567 38,039

営業費用 3,393,288 3,340,509 52,779

管渠費 175,895 170,445 5,450 管渠の維持管理に要する費

用

ポンプ場費 53,281 52,040 1,241 ポンプ場の維持管理に要す

る費用

水洗化普及指導

費

341 336 5 水洗化の普及に要する費用

業務費 97,253 94,406 2,847 業務の運営に要する費用

総係費 62,044 54,632 7,412 事業活動の全般に関する費

用

流域下水道維持

管理費

775,821 747,008 28,813 流域下水道の維持管理に要

する費用

減価償却費 2,228,653 2,221,642 7,011 固定資産の減価償却費

営業外費用 160,318 175,058 △14,740

支払利息及び企

業債取扱諸費

160,139 174,980 △14,841 企業債の利息

雑支出 179 78 101 雑支出

予備費 30,000 30,000 0

予備費 30,000 30,000 0
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資本的収入及び支出

収 入 （単位：千円）

支 出 （単位：千円）

款 項 目 令和６年度 令和５年度 比較 備考

資本的収入 1,638,412 1,166,426 471,986

企業債 882,000 685,200 196,800

建設改良債 882,000 685,200 196,800 建設改良費に対する企業債

他会計出資

金

54,087 51,768 2,319

他会計出資金 54,087 51,768 2,319 一般会計出資金

他会計補助

金

876 500 376

他会計補助金 876 500 376 一般会計補助金

国庫補助金 658,400 383,500 274,900

国庫補助金 658,400 383,500 274,900 建設改良費に対する国庫補

助金

負担金 43,049 45,458 △2,409

受益者負担金 42,229 44,358 △2,129 下水道事業受益者負担金

工事負担金 820 1,100 △280 工事負担金

款 項 目 令和６年度 令和５年度 比較 備考

資本的支出 2,683,863 2,236,049 447,814

建設改良費 1,452,247 1,128,868 323,379

管路建設改良費 1,256,747 1,108,868 147,879 管路建設改良に要する費用

ポンプ場建設改

良費

195,500 20,000 175,500 ポンプ場建設改良に要する

費用

固定資産購

入費

249,682 82,660 167,022

有形固定資産購

入費

165,000 0 165,000 用地購入に要する費用

無形固定資産購

入費

84,682 82,660 2,022 施設利用権の購入に要する

費用

企業債償還

金

978,934 1,021,521 △42,587

建設企業債元金

償還金

978,934 1,021,521 △42,587 建設企業債元金償還金

予備費 3,000 3,000 0

予備費 3,000 3,000 0
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(6) 下水道事業における委託料の債務負担行為の設定について

令和６年１月４日、千葉県下水道課から、電気料金の高騰や、人件費・物価高の影響に

伴う維持管理負担金の臨時改定について協議があり、流域関連公共下水道事業を行う各市

町村で対応を検討した結果、江戸川左岸流域については汚水排除量１㎥当たり６３．４円

の負担金単価を６５．０円（令和６年４月１日から令和７年３月３１日の１年間）へ改定

することを了承することで意見がまとまったため、令和６年１月２６日に正式決定されま

した。

また、令和６年度には令和７年度から令和１１年度（５年間）の維持管理負担金単価に

ついて審議する予定で、更なる負担増となる見込みとなります。

維持管理負担金の臨時改定により、令和６年度だけ試算しても、当市はおよそ２，００

０万円支出が増加し、公共下水道への接続率向上や、受益者負担金及び下水道使用料の未

納者への取り組みを強化しても、主要財源である下水道使用料が収益増とならない限り、

令和６年度以降いずれかの時期に赤字決算となることが想定されることから、緊急的措置

として、令和７年４月の下水道使用料改定（増額）に向けた検討を早期に実施する必要が

あると判断し、下水道使用料と相関関係がある下水道経営戦略の改定を同時に実施するた

めに、令和６年第１回野田市議会臨時議会において「経営戦略改定及び下水道使用料改定

支援委託料」として、令和６年度から令和７年度までの期間で債務負担行為の設定を行い

ました。

なお、債務負担行為の限度額は、13,500 千円に消費税及び地方消費税を加算した額の

範囲内としております。
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報告第３号

野田市公共下水道運営審議会委員委嘱任期満了に伴う委嘱手続について

野田市公共下水道運営審議会委員につきましては、任期が令和６年８月３１

日となっており、令和６年度第１回下水道運営審議会開催前に満了となること

から、委嘱に向けた手続きを進めてまいります。

野田市公共下水道運営審議会委員として委嘱させていただいている方の名簿

学識経験者

関係行政機関の職員

受益者の代表者

公募による市民

氏名 推薦団体等 任期

斎藤 博 元野田市土木部長 R4.9.1～R6.8.31

廣田 有里
江戸川大学メディアコミュニケー

ション学部 情報文化学科教授
R4.9.1～R6.8.31

氏名 推薦団体等 任期

竹村 圭介 千葉県江戸川下水道事務所長 R5.4.1～R6.8.31

守安 邦弘 国土交通省江戸川河川事務所長 R4.9.1～R6.8.31

新 玲子 千葉県野田健康福祉センター長 R4.9.1～R6.8.31

氏名 推薦団体等 任期

岡田 武治 野田市自治会連合会常任理事 R4.9.1～R6.8.31

福田 正 野田市自治会連合会常任理事 R5.5.26～R6.8.31

鷲尾 真由美 野田市自治会連合会副会長 R4.9.1～R6.8.31

五百川 和家恵 野田市女性団体連絡協議会副会長 R4.9.1～R6.8.31

石原 和子 野田市女性団体連絡協議会書記 R4.9.1～R6.8.31

上原 奈加 野田商工会議所女性会委員長 R4.9.1～R6.8.31

田口 さゆり 野田市関宿商工会女性部副部長 R4.9.1～R6.8.31

氏名 推薦団体等 任期

上口 清彦 R4.9.1～R6.8.31

山本 泉 R4.9.1～R6.8.31
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